
 
  

令 和７年 １０ 月１７ 日 
北海道運輸局自動車交通部 

 
千歳・空知・後志地区における運賃改定の申請について 

 
令和７年１０月８日、千歳・空知・後志地区のタクシー事業者より運賃改定の申請がなされま

したのでお知らせいたします。 
運賃改定の申請は、令和７年１０月８日から令和８年１月７日までの３ヶ月間受付し、地区に

おける車両数の５割に達した時点で運賃改定の手続きを開始いたします。 
 

地区概要 

 

千歳・空知・後志地区 地区事業者数 地区車両数 

千歳圏 
（千歳市、恵庭市）  
岩見沢圏 
（岩見沢市、三笠市）  
夕張圏 
（夕張市、由仁町、長沼町、栗山町、 

南幌町）  
美唄圏 
（美唄市、奈井江町、月形町、浦臼町）  
芦別圏 
（芦別市、赤平市、歌志内市、上砂川町）  
滝川圏 
（滝川市、砂川市、新十津川町）  
当別圏 
（当別町、新篠津村、石狩市（旧厚田村、

旧浜益村の区域に限る。））  
岩内余市圏 
（共和町、岩内町、泊村、神恵内村、 

積丹町、古平町、仁木町、余市町、 
赤井川村）  

倶知安圏 
（蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、

喜茂別町、京極町、倶知安町、寿都町、

黒松内町、島牧町）  

９９者 １，１４５両 

【問い合わせ先】 北海道運輸局 自動車交通部 
旅客第二課 平澤、三宅 
Tel 011-290-2742 


